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  証券コード　2700

  平成23年３月11日

株 主 各 位  

本店所在地 東京都中央区銀座七丁目２番22号

本社所在地 東京都江戸川区西瑞江二丁目14番６号

 

 代表取締役社長 平 山   惇

第63回定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

　さて、当社第63回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年３月25日（金曜日）

営業時刻終了時（午後６時）までに到着するようご返送くださいますようお願い

申しあげます。

敬　具

記

１．日　　時 平成23年３月28日（月曜日）午前10時

２．場　　所 東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号

  東京証券会館　９階　会議室

  （末尾の会場ご案内図をご参照くださいますようお願い申しあ

げます。）

３．目的事項  

　報告事項 １．第63期（平成22年１月１日から平成22年12月31日まで）事業

報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計

算書類監査結果報告の件

　  ２．第63期（平成22年１月１日から平成22年12月31日まで）計算

書類報告の件

　決議事項  

　　〈会社提案（第１号議案から第４号議案まで）〉　

　第１号議案 剰余金処分の件

　　 第５号議案に株主提案による、本議案に対する修正提案があ

りますので、双方に賛成されることのないようご留意くださ

い。
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　第２号議案 取締役９名選任の件

　第３号議案 監査役１名選任の件

　第４号議案 補欠監査役１名選任の件

　〈株主提案（第５号議案）〉

　第５号議案 剰余金の配当に関する件

　　 本議案にかかる議案の要領は、後記「株主総会参考書類」（46

頁）に記載のとおりであります。

本議案は、第１号議案に対する修正提案ですので、双方に賛

成されることのないようご留意ください。共に賛成された場

合は、第１号議案と第５号議案双方につき無効として取扱い

ます。

　　 　

４．招集にあたっての決定事項

◎代理人による議決権行使

　代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１

名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明す

る書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

◎議決権の不統一行使

　議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の３日前までに議決権の

不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。　

以　上



　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。

　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が

生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://

www.kitoku-shinryo.co.jp）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

　

事　 業　 報　 告

(平成22年１月１日から
平成22年12月31日まで)

　

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

①　全般的概況

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、新興国向け輸出を中心に回復

の兆しが見られたものの、急激な円高やデフレの進行、政策効果の息切れ

等により、景気は踊り場にきております。

食品業界におきましても、少子高齢化の進行による国内需要が減少して

いるなか、雇用・所得への不安が解消されず、消費者の節約志向が販売価

格を下落させる圧力となり、多くの食品企業は新規開拓やコスト削減に注

力しております。　

　このような状況のなか、当社グループの鶏卵事業と食品事業においては、

聖域なきコストダウンを実行したものの、記録的な猛暑や大規模な生産調

整等により鶏卵、鶏肉の供給が逼迫し販売における機会ロスを発生したこ

と、消費者の節約志向の影響を受けて販売価格が低迷したこと、天候不順

により野菜等の原材料価格が高騰し、惣菜加工の採算が悪化したこと等々

から、大変厳しい結果となりました。

しかしながら、当社グループの主力である米穀事業は、コメ消費の減退

や民間在庫の過多等を背景に販売価格は下落したものの、取引基盤の強化

や新規開拓の推進、ミニマム・アクセス米の積極的な取扱い等により販売

数量の拡大を図ったこと、加えて在庫管理の徹底化、製造及び販売コスト

ダウンに注力したこと等が収益増加に大きく寄与いたしました。また、飼

料事業は取扱数量の拡大等により堅調に推移いたしました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高102,284百万円（前連結会計

年度比2.1％減）、営業利益1,226百万円（同17.7％増）、経常利益1,087百

万円（同15.5％増）となりました。また、厚生年金基金の解散に伴う補填

金76百万円等を特別損失に計上した結果、当期純利益は585百万円（同1.0％

増）となりました。

②　事業別概況

＜米穀事業＞

主力の米穀事業が属する米穀業界においては、低温障害や日照不足によ

り平成21年産米の作況指数は98（やや不良）となりましたが、生産数量の

過剰、過年度産米の民間在庫の過多を背景に平成21年産米の価格は終始前
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年同期を下回る水準で推移いたしました。また、平成22年産米につきまし

ては、天候不順や猛暑の影響で作況指数は、前年に続き２年連続の98（や

や不良）となりましたが、減反政策の実施が徹底されず生産数量の過剰が

継続されたこと、加えて平成21年産米の民間在庫の過多等により、平成22

年産米の価格は平成21年産米に比べ安値でのスタートとなりました。

このような状況のなか、当社グループは、ミニマム・アクセス米の取扱

いや玄米販売の増加により販売数量が増加したものの、販売価格は低迷し

たため、売上高は83,301百万円（前連結会計年度比2.3％減）となりました。

しかしながら、在庫管理の徹底化、販売コストの削減等が奏功し、加えて

子会社の業績回復が寄与したため、営業利益は1,698百万円（同29.4％増）

となりました。　

＜鶏卵事業＞

　当連結会計年度におきましては、記録的な猛暑等により鶏卵相場は前年

同期を上回る水準で推移いたしましたが、消費者の節約志向の影響を受け

て鶏卵の消費は付加価値の高い特殊卵から価格の安い一般卵にシフトした

こと、生産調整の影響を受けて卸会社間の取引が低調であったこと等によ

り、売上高は6,109百万円（前連結会計年度比5.0％減）、営業利益は98百

万円（同37.0％減）となりました。

＜食品事業＞

当連結会計年度におきましては、新規需要向けの米粉販売やたんぱく質

調整米商品の販売は堅調に拡大いたしました。しかしながら、主力の鶏肉

販売分野では、生産及び供給の減少により鶏肉相場は堅調に推移いたしま

したが、取引先の小売店の廃業が頻発したため、販売は大変苦戦いたしま

した。また、惣菜加工販売分野では、消費者の節約志向の影響を受けて販

売価格が低迷したこと、原材料である野菜の価格や製造に係る燃料費が高

騰したこと等により、採算は大幅に悪化いたしました。この結果、当連結

会計年度における食品事業の売上高は、8,628百万円（前連結会計年度比

0.5％減）、営業利益は48百万円（同74.0％減）となりました。　

＜飼料事業＞

　当連結会計年度におきましては、配合飼料の価格は前年同期を下回る水

準で推移いたしましたが、当社グループは新規取引の開拓による販売数量

の拡大に注力しながら、国産飼料原料販売の強化、輸入飼料原料取扱いの

拡大等を引き続き推進した結果、売上高は4,245百万円（前連結会計年度比

4.1％増）、営業利益は258百万円（同3.5％増）となりました。
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(2) 設備投資等の状況

　当連結会計年度において実施した当社グループの設備投資の総額は299百万

円であります。　

(3) 資金調達の状況

　当連結会計年度において、当社は、平成22年9月30日に第20回無担保社債

400百万円を発行いたしました。　

(4) 対処すべき課題

当社グループの主力である米穀事業の環境は、人口の減少や少子高齢化の

進行、また食事形態の変化等により必需品消費財としての米の需要が長期的

に低迷し、消費者の低価格志向が依然強いと考えますが、一方で健康志向や

独自性を求めるニーズの高まりにより選択品消費財としてのコメ加工食品の

バリュー増大がさらに進んでいくものと考えております。

米穀業界においては販売競争の激化に伴う企業間の淘汰が進行するなか、

当社グループは徹底したコストダウンを追求することにより、販売競争にお

いてより優位な地位を獲得していくことを目指す一方、商品の企画開発力の

強化による卸機能の質的向上を図り、機能性のあるコメ加工食品の開発及び

販売拡大において、より多くの経営資源を投入して取り組んでいくことが重

要な課題であると認識しております。　

また、当社グループの鶏卵事業並びに食品事業におきましては、外食向け

等の提案営業の展開を図る一方、製品の加工度の深化、販売エリアの拡大が

引き続き重要な課題であると認識しております。

以上の重要な課題を実現するためには、当社グループの企業体質の更なる

強化が不可欠であり、これまで推進してまいりましたグループ内における事

業の再編、経営資源の有効活用、有利子負債の削減、コーポレートガバナン

スの強化等を引き続き推進してまいります。
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(5) 財産及び損益の状況の推移

①　企業集団の財産及び損益の状況の推移

区　分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
平成22年度

(当連結会計年度)

売 上 高 92,000百万円 98,515百万円 100,626百万円 104,429百万円 102,284百万円

営 業 利 益 432百万円 831百万円 1,307百万円 1,042百万円 1,226百万円

経 常 利 益 311百万円 717百万円 1,187百万円 941百万円 1,087百万円

当期純利益 △1,212百万円 715百万円 880百万円 578百万円 585百万円

１株当たりの
当期純利益

△142円87銭 84円37銭 103円81銭 68円27銭 68円99銭

総 資 産 25,675百万円 25,618百万円 27,313百万円 29,102百万円 25,724百万円

純 資 産 3,499百万円 4,102百万円 4,726百万円 5,252百万円 5,752百万円

１株当たり
の純資産額

362円24銭 434円01銭 505円54銭 567円19銭 626円54銭

　

②　当社の財産及び損益の状況の推移

区　分
平成18年度
第59期

平成19年度
第60期

平成20年度
第61期

平成21年度
第62期

平成22年度
第63期(当期)

売 上 高 68,544百万円 77,483百万円 82,252百万円 86,713百万円 85,469百万円

営 業 利 益 466百万円 650百万円 1,109百万円 812百万円 1,020百万円

経 常 利 益 332百万円 495百万円 911百万円 732百万円 945百万円

当期純利益 △1,102百万円 893百万円 780百万円 416百万円 515百万円

１株当たりの
当期純利益

△129円93銭 105円28銭 92円07銭 49円14銭 60円84銭

総 資 産 18,132百万円 19,851百万円 21,254百万円 23,098百万円 20,151百万円

純 資 産 2,458百万円 3,249百万円 3,797百万円 4,179百万円 4,630百万円

１株当たり
の純資産額

289円73銭 383円10銭 447円78銭 492円92銭 546円06銭

（注）１．第59期において、減損損失を計上したため、営業成績が著しく変動しております。

　　　２．第60期において、当社は子会社であった㈱ライスピアと合併しております。
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(6) 重要な子会社の状況等

重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 な 事 業 内 容

東洋キトクフーズ株式会社 150,000千円 100％
食品製造販売業
及び鶏卵販売業

木 徳 九 州 株 式 会 社 400,000千円 100％ 米穀搗精販売業

キ ト ク ・ ア メ リ カ 会 社 200,000米ドル 100％ 米穀輸出販売

備 前 食 糧 株 式 会 社 98,000千円 98％ 米穀搗精販売業

内 外 食 品 株 式 会 社 160,000千円 72％ 畜産物加工販売業

アンジメックス・キトク有限会社 716,000米ドル 67％ 米穀搗精販売業

　

(7) 主要な事業内容（平成22年12月31日現在）

事 業 内 容 主 要 製 ・ 商 品

米 穀 事 業 業務用精米、家庭用精米、玄米、加工米飯用米等

鶏 卵 事 業 家庭用卵（一般卵・特殊卵）、業務用卵

食 品 事 業 鶏肉、加工食品、米粉等

飼 料 事 業 飼料

　

(8) 主要な営業所及び工場（平成22年12月31日現在）

①　当社

木 徳 神 糧 株 式 会 社

本 店 東京都中央区銀座

本 社 東京都江戸川区西瑞江

支 店 仙台市宮城野区、大阪市淀川区、横浜市西区

工 場
仙台市宮城野区、埼玉県桶川市、横浜市中区、
新潟県阿賀野市、滋賀県東近江市　
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②　重要な子会社等

東洋キトクフーズ株式会社
本 社 東京都千代田区

工 場 さいたま市岩槻区

木 徳 九 州 株 式 会 社
本社・工場 福岡県粕屋郡新宮町

工 場 福岡市中央区

キトク・アメリカ会社 本 社 米国デービス市

備 前 食 糧 株 式 会 社 本社・工場 岡山県瀬戸内市

内 外 食 品 株 式 会 社 本 社 千葉県船橋市

アンジメックス・キトク有限会社 本社・工場 ベトナムロンスウェン市

　

(9) 従業員の状況（平成22年12月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

事 業 セ グ メ ン ト 従 業 員 数 （ 人 ） 　 前連結会計年度末比増減
(人）　

米 穀 事 業 225 (91) △4 (13)

鶏 卵 事 業 20 (8) 1 (△2)

食 品 事 業 135 (237) 2 (10)

飼 料 事 業 7 (1) 1 (-)

全 　 社 （ 共 通 ） 36 (13) - (2)

合 計 423 (350) - (23)

（注）１．従業員数は、当社グループからグループ外への出向者は除いており、グループ外から

当社グループへの出向者は含んでおります。また、臨時雇用者数（パートタイマー、

嘱託契約及び契約社員を含み、派遣社員を除いております。）は年間の平均人員を

（　）外数で記載しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理

部門に所属しているものであります。

　

②　当社の従業員の状況

従 業 員 数 （ 人 ） 平 均 年 齢 （ 歳 ） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

167(110) 41.7 13.7 6,430

（注）１．従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者は除いており、社外から当社への出

向者は含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、嘱託契約及び契

約社員を含み、派遣社員を除いております。）は、年間の平均人員を（　）外数で記

載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
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(10) 主要な借入先（平成22年12月31日現在）

①　企業集団の主要な借入先

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 3,245百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,491

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 1,494

農 林 中 央 金 庫 1,202

株 式 会 社 横 浜 銀 行 960

株 式 会 社 中 国 銀 行 1,172

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 460

株 式 会 社 千 葉 銀 行 402

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 366

株 式 会 社 福 岡 銀 行 150

株 式 会 社 常 陽 銀 行 60

（注）借入額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

　

②　当社の主要な借入先

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,841百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,149

農 林 中 央 金 庫 1,002

株 式 会 社 横 浜 銀 行 906

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 1,029

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 306

株 式 会 社 千 葉 銀 行 357

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 366

（注）借入額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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２．会社の株式に関する事項（平成22年12月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 30,000,000株

(2) 発行済株式の総数 8,530,000株

(3) 株主数 1,598名

(4) 大株主（上位10位）

株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率

木 村 謙 三 405千株 4.77％

木 村 　 良 　　342千株 4.03％

濱 田 精 麦 株 式 会 社 310千株 3.65％

株式会社三菱東京 U F J銀行 300千株 3.53％

黒 田 康 敬 256千株 3.01％

木 　 村 　 友 二 郎 243千株 2.86％

稲 垣 辰 彌 230千株 2.71％

水 野 正 夫 220千株 2.59％

木徳神糧従業員持株会 201千株 2.38％

株式会社三井住友銀行 186千株 2.19％

農 林 中 央 金 庫 186千株 2.19％

（注）　持株比率は自己株式（51,109株）を控除して計算しております。　
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３．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（平成22年12月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 会 長 木 村 　 良
全 国 米 穀 販 売 事 業 共 済 協 同 組 合 理 事 長
東 洋 キ ト ク フ ー ズ ㈱ 代 表 取 締 役 社 長

代 表 取 締 役 社 長 平 山 　 惇

営 業 部 門 長
木 徳 九 州 ㈱ 代 表 取 締 役 社 長
キ ト ク ・ ア メ リ カ 会 社 取 締 役 社 長
アンジメックス・キトク(有)取締役社長

取 締 役 副 社 長 松 山 正 吉 管 理 部 門 長

専 務 取 締 役 山 本 幸 雄 営 業 部 門 米 穀 事 業 本 部 長

取締役常務執行役員 水 野 正 夫
営 業 部 門 米 穀 事 業 本 部 副 本 部 長
西 日 本 営 業 統 括
備 前 食 糧 ㈱ 代 表 取 締 役 社 長

取締役常務執行役員 伊豫田　直　記 管 理 部 門 副 部 門 長

取 締 役 執 行 役 員 天 川 　 誠 営 業 部 門 飼 料 事 業 部 長

取 締 役 執 行 役 員 小 森 浩 資 営 業 部 門 企 画 開 発 事 業 部 長

取 締 役 執 行 役 員 三 澤 正 博 営 業 部 門 米 穀 事 業 本 部 副 本 部 長

常 勤 監 査 役 髙 橋 健 治  

監 査 役 松 下 　 守 税 理 士 法 人 日 の 出 事 務 所 代 表 社 員

監 査 役 杉 野 翔 子
弁 護 士
㈱イマジカ・ロボットホールディングス監査役

（注）１．取締役は、第62回定時株主総会にて選任されております。

２．常勤監査役は、第60回定時株主総会にて選任されております。

３．監査役松下守氏は第62回定時株主総会にて選任されており、杉野翔子氏は第59回定時

株主総会にて選任されております。

４．監査役松下守氏及び杉野翔子氏は、社外監査役であります。

５．当社は監査役杉野翔子氏を大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

取引所に届出ております。　

６．監査役松下守氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有しております。

７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制

度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち５名が兼務するほか、下記社

員６名の計11名で構成されております。

執 行 役 員 稲垣　英樹　　管理部門財務部長

執 行 役 員 鎌田　慶彦　　営業部門米穀事業本部営業部長

執 行 役 員 竹田　光男　　営業部門米穀事業本部生産部長

執 行 役 員 佐藤　善雄　　木徳東海㈱代表取締役社長

執 行 役 員 石田　俊幸　　営業部門コメ加工食品部長

執 行 役 員 大橋　正博　　営業部門米穀事業本部東北支店長
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(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支 給 人 数 支 給 額

取 締 役
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

9名
(－名)

97,055千円
（－千円)

監 査 役
（ う  ち  社  外  監  査  役 ）

3名
(2名)

16,625千円
(7,875千円)

合 計
（ う  ち  社  外  役  員 ）

12名
(2名)

113,680千円
(7,875千円)

（注）１．取締役の報酬は、第61回定時株主総会決議に基づく報酬等の総額年150,000千円以内と

なっております。

２．監査役の報酬は、第48回定時株主総会決議に基づく報酬等の総額年25,000千円以内と

なっております。

３．取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。

　

(3) 社外役員に関する事項

　イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・監査役松下守氏は、税理士法人日の出事務所の代表社員であります。
当社は税理士法人日の出事務所とは特別の関係はありません。

・監査役杉野翔子氏は、株式会社イマジカ・ロボットホールディングス
の監査役であります。当社は株式会社イマジカ・ロボットホールディ
ングスとは特別の関係はありません。

　ロ．当事業年度における主な活動状況　

 監査役　 松 下 　 守 監査役　 杉 野 翔 子

当事業年度における
主 な 活 動 状 況

当事業年度に開催された14回の取
締役会のうち14回に、また、監査
役会13回のうち13回に出席し、税
理士としての専門的見地から、適
宜必要な発言を行っております。

当事業年度に開催された14回の取
締役会のうち14回に、また、監査
役会13回のうち12回に出席し、弁
護士としての専門的見地から、適
宜必要な発言を行っております。

（注）当事業年度において、上記回数とは別に取締役会の書面決議を2回実施しております。

４．会計監査人の状況

(1) 名称　　　　ＳＫ東京監査法人

(2) 報酬等の額

 支 払 額

①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 24,500千円

②当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

24,500千円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、

当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
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(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会の請

求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とす

ることといたします。

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いた

します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される

株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたし

ます。

(4) 責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人ＳＫ東京監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は100万円または法令が定める額のい

ずれか高い額としております。

５．業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他株式会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

　当社は、コンプライアンス全体を総括する組織として、社長を委員長とす

る「コンプライアンス委員会」を設置しております。

　コンプライアンスの推進については、「木徳神糧グループコンプライアン

ス活動ハンドブック」を制定し、役員及び社員等がそれぞれの立場でコンプ

ライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、勉強会等を通

じて指導し、コンプライアンス・マニュアル及び内部通報窓口の周知徹底を

図っております。

(2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、「品質表示管理委員会」、「安全衛生委員会」を設け、専門的な

立場から、製品の品質、商品の表示の正確性、安全・衛生の各側面での企画

と管理を行っております。また、各工場において、労働安全衛生に関する活

動を展開し、労働安全に取り組んでおります。経理面においては、各部署長

による自律的な管理を基本としつつ、経理担当部署が計数的な管理を行って

おります。

　当社は、平時においては、月例の取締役会や経営会議、予実戦略検討会の

ほか、各業務部門のミーティング等を通じて会社の経営全般に影響を与える

外的または内的要因によるリスクを認識・識別し、そのリスクの軽減策等に
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関する意思決定を行い、適宜対応しております。また、有事においては、「リ

スク管理規程」に従い社長または社長が指名した者を本部長とする「対策本

部」が統括して危機管理にあたり、会社全体として対応することになってお

ります。また、顧問弁護士との関係においては、単なる法務相談にとどまら

ず、社内の法令、諸規則の違反や不正行為等の早期発見と是正を図るための

サポートを頂いております。

(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、法令で定められた事項や経営

に関する重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っており

ます。また、取締役会の機能強化、経営効率向上のため、役付取締役以上を

メンバーとする経営会議及び執行役員以上をメンバーとする予実戦略検討会

をそれぞれ月１回開催し、業務執行に関する重要事項の協議を十分に行い、

経営の意思決定を機動的に行っております。なお、取締役会、経営会議には

常勤監査役が出席し、必要に応じて取締役への勧告、助言を行っております。

　業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ毎年策定される年度予算

及び中期経営計画に基づき全社的な目標を設定しております。各部署におい

ては、その目標達成に向け具体策を立案・実行しております。

　なお、変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、取締役の任期を１年

に変更しております。また、経営の意思決定と業務執行が効率的に行われる

ように執行役員制度を導入しております。

(4) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行っております。また、

機密情報の管理については機密情報管理規程、個人情報保護については個人

情報管理規程を定めて対応しております。

(5) 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

　当社は、当社企業グループ各社にコンプライアンス推進担当者を置くとと

もに、コンプライアンス委員会がグループ全体のコンプライアンスを統括・

推進する体制としております。また、グループ共通の「木徳神糧グループコ

ンプライアンス活動ハンドブック」を策定するとともに、相談・通報体制の

範囲をグループ全体としております。

　なお、関連会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の

定期的な報告と重要案件についての事前協議を行うと同時に、必要に応じ当

社内部監査室によるグループ各社への監査を行っております。

(6) 監査役の職務を補助すべき使用人

　現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて、監査

役の業務補助のための使用人を置くこととし、その人事については、取締役

と監査役が意見交換を行うことになっています。
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(7) 監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確

保するための体制

　取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見

したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告することになっております。

　また、監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するた

め、取締役会、経営会議やコンプライアンス委員会等の重要な会議に出席す

るほか、取締役会及び監査役会直轄の部署である内部監査室との定期的な会

議を開催するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を

閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めております。

　なお、監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとと

もに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
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６．剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主に対する利益還元を重視する一方、安定的な経営基盤確保のた

め、内部留保のより一層の充実を目指し、安定的な配当の継続を業績に応じて

維持することを基本方針としております。

　当社は中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針と

しており、これらの剰余金の配当の決定機関は期末配当については株主総会、

中間配当については取締役会であります。なお、当社は、「会社法第454条第５

項に定める剰余金の配当（中間配当）を支払うことができる。」旨を定款に定

めております。

　内部留保資金につきましては、財務体質の強化と将来にわたって株主の利益

確保のため事業拡大に有効に活用していく所存であります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成22年12月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資  産   の   部）

流 　 動 　 資 　 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

 

17,495,514

1,937,268

8,712,658

2,007,398

401,558

1,644,920

2,328,628

179,944

132,728

156,393

△5,983

8,228,776

6,603,495

2,534,485

1,044,675

2,957,521

23,151

43,661

87,026

42,872

1,133

43,020

1,538,254

907,632

2,953

18,279

5,591

688,766

△84,968

（負  債   の   部）  

流 動 負 債 16,981,280

支払手形及び買掛金 4,738,126

短 期 借 入 金 7,846,085

一年内償還予定社債 501,600

一年内返済予定長期借入金 1,390,072

未 払 法 人 税 等 209,640

賞 与 引 当 金 144,718

リ ー ス 債 務 5,332

そ の 他 2,145,703

固 定 負 債 2,990,311

社 債 632,000

長 期 借 入 金 1,770,586

退 職 給 付 引 当 金 35,967

繰 延 税 金 負 債 448,748

リ ー ス 債 務 17,818

そ の 他 85,191

負 債 合 計 19,971,591

（純  資  産  の  部）  

株 主 資 本 5,414,271

資 本 金 529,500

資 本 剰 余 金 331,508

利 益 剰 余 金 4,572,557

自 己 株 式 △19,294

評価・換算差額等 △101,921

その他有価証券評価差額金 △15,361

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △15,107

為替換算調整勘定 △71,451

少 数 株 主 持 分 440,349

純 資 産 合 計 5,752,699

資 産 合 計 25,724,291 負 債 及 び 純 資 産 合 計 25,724,291
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連 結 損 益 計 算 書

(平成22年１月１日から
平成22年12月31日まで)

  （単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高  102,284,731

売 上 原 価  95,344,862

売 上 総 利 益  6,939,869

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  5,712,989

営 業 利 益  1,226,880

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 3,143  

受 取 配 当 金 22,380  

不 動 産 賃 貸 収 入 53,527  

負 の の れ ん 償 却 額 3,307  

保 険 解 約 返 戻 金 17,113  

そ の 他 67,287 166,760

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 203,675  

社 債 発 行 費 2,032  

不 動 産 賃 貸 費 用 16,826  

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損 17,197 　

為 替 差 損 51,690  

そ の 他 14,894 306,317

経 常 利 益  1,087,323

特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 250  

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 3,198  

投 資 有 価 証 券 売 却 益 33,246 　
そ の 他 813 37,508

特 別 損 失   

固 定 資 産 売 却 損 2,539  

固 定 資 産 除 却 損 2,549  

投 資 有 価 証 券 評 価 損 28,362  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,900  

ゴ ル フ 会 員 権 売 却 損 6,200 　

厚 生 年 金 基 金 解 散 補 填 損 失 76,610 　

事 務 所 移 転 費 用 14,660 　

貸 倒 損 失 1,184  

そ の 他 2,548 136,555

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  988,276

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 413,958  

法 人 税 等 調 整 額 △24,902 389,056

少 数 株 主 利 益  14,189

当 期 純 利 益  585,030
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連結株主資本等変動計算書

(平成22年１月１日から
平成22年12月31日まで)

  （単位：千円）

 
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成21年12月31日　残高 529,500 331,500 4,029,927 △18,862 4,872,064

連結会計年度中の変動額      

剰 余 金 の 配 当 － － △42,399 － △42,399

当 期 純 利 益 － － 585,030 － 585,030

自 己 株 式 の 取 得 － － － △582 △582

自 己 株 式 の 処 分 － 8 － 150 159

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － 8 542,630 △432 542,206

平成22年12月31日　残高 529,500 331,508 4,572,557 △19,294 5,414,271

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等

少数株主持分 純資産合計その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成21年12月31日　残高 △39,340 29,610 △52,573 △62,304 442,530 5,252,290

連結会計年度中の変動額       

剰 余 金 の 配 当 － － － － － △42,399

当 期 純 利 益 － － － － － 585,030

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － △582

自 己 株 式 の 処 分 － － － － － 159

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

23,978 △44,718 △18,877 △39,617 △2,181 △41,798

連結会計年度中の変動額合計 23,978 △44,718 △18,877 △39,617 △2,181 500,408

平成22年12月31日　残高 △15,361 △15,107 △71,451 △101,921 440,349 5,752,699
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連結注記表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

連結子会社の数 10社

主要な連結子会社の名称 東洋キトクフーズ㈱

 木徳九州㈱

 キトク・アメリカ会社

 内外食品㈱

 備前食糧㈱

 アンジメックス・キトク㈲

②　主要な非連結子会社の名称等 　

主要な非連結子会社の名称 ㈲末長

 キトク・タイランド会社

 一番保険サービス㈱

木徳東海㈱　

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社はいずれも小規模であり、各社の総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）は、連結計算書類に重要な影響を及

ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した非連結子会社の状況

持分法適用の非連結子会社または関連会社数

持分法適用の適用対象となる会社はありません。

②　持分法を適用していない非連結子会社または関連会社の状況

　　　会社等の名称 ㈲末長

 キトク・タイランド会社

 一番保険サービス㈱

木徳東海㈱

（持分法を適用しない理由）

　各社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がない

ため持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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４．会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券　

その他有価証券

時価のあるもの ……………… 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

時価のないもの ……………… 移動平均法による原価法

ロ．デリバティブ

時価法

ハ．たな卸資産

商品･原材料･製品･仕掛品…… 主として先入先出法による原価法

　 （貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）

貯蔵品 ………………………… 主として 終仕入法による原価法

　 （貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産 …………………… 定率法

（リース資産を除く） 　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）については定額法を採用しており

ます。

ロ．無形固定資産 …………………… 定額法

（リース資産を除く） 　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

ハ．リース資産………………………･ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前のリー

ス取引及びリース料総額が3,000千円以下の企業の事業

内容に照らして重要性の乏しいリース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。　

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 ……………………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 ……………………… 従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき

計上しております。

ハ．退職給付引当金 ………………… 主な子会社については、従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。
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④　重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

　なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換

算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しております。

⑤　重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法 ……………… 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動

リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしてい

る場合には振当処理を、金利スワップについて特例処

理の条件を充たしている場合には特例処理を採用して

おります。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象  

ヘッジ手段 …………………… 為替予約、金利スワップ

ヘッジ対象 …………………… 外貨建予定取引、借入金

ハ．ヘッジ方針 ……………………… 将来の為替変動によるリスクを回避する目的で、実需

の範囲内で対象取引のヘッジを行っております。また、

変動金利を固定金利に変換する目的で金利スワップを

利用し、キャッシュ・フローを固定化し金利変動によ

るリスクを回避しております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 ……… ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動

の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって

有効性を評価しております。

 　ただし、特例処理によっている金利スワップについ

ては、有効性の評価を省略しております。

⑥　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項

　のれん及び負ののれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。
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（連結貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 11,215,957千円

２．担保提供資産

担保資産の内容及びその金額  　

現金及び預金 10,000千円

建物及び構築物 1,660,595 　

機械装置及び運搬具 52,385 　

土地 1,657,218 　

合計 3,380,199 　

上記のうち工場財団抵当設定分  　

建物及び構築物 111,113千円

機械装置及び運搬具 38,523 　

土地 10,000 　

合計 159,637 　

担保資産に対応する債務  　

支払手形及び買掛金 10,585千円

短期借入金 179,483 　

一年内返済予定長期借入金 403,792 　

長期借入金 642,062 　

合計 1,235,922 　

上記のうち工場財団抵当に対応する債務  　

一年内返済予定長期借入金 35,400千円

長期借入金 69,900 　

合計 105,300 　

３．保証債務

　　関係会社の金融機関等からの借入金に対し、債務保証を行っております。

木徳東海㈱ 140,000千円

４．偶発債務

　　債権流動化に伴う買戻義務

(411千米ドル) 33,563千円

（連結損益計算書に関する注記）

売上原価に含まれるたな卸資産評価損

期末たな卸高は、収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、たな卸資産評価損が売上原

価に182,463千円含まれております。
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度
末株式数（株）

当 連 結 会 計 年 度
増加株式数（株）

当 連 結 会 計 年 度
減少株式数（株）

当連結会計年度
末株式数（株）

発 行 済 株 式     

普 通 株 式 8,530,000 － － 8,530,000

自 己 株 式     

普 通 株 式 50,029 1,480 400 51,109

（注）１. 普通株式の自己株式の株式数の増加1,480株は、単元未満株式の買取りによる増加であ

ります。

２. 普通株式の自己株式の株式数の減少400株は、単元未満株式の売却による減少でありま

す。

２．配当に関する事項

①　配当金支払額

決　　議 株式の種類
配当金の総額
（ 千 円 ）

１株当たり
配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

平成22年３月25日
定時株主総会

普 通 株 式 25,439 ３円 平成21年12月31日平成22年３月26日

平成22年８月12日
取締役会

普 通 株 式 16,959 ２円 平成22年６月30日平成22年９月27日

②　当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる予定のも

の

決 議 株式の種類
配 当 金 の
総額(千円)

配当の原資
１株当た
り配当額

基 準 日 効力発生日

平成23年
３月28日
定 時
株主総会

普通株式 33,915 利益剰余金 ４円 平成22年12月31日平成23年３月29日

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

(１)金融商品に対する取組方針

　当社グループは、国内外における事業を行うための（設備投資、事業、資金）計画に基づい

て必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。一時的な余剰資金は、預金な

どの安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブは、後述するリスクを回

避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
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(２)金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外

で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権である受取手形及び売掛金については、為替

の変動リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに

晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１ヵ月以内の支払期日であります。

また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに

晒されております。

借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び

社債は主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、償還日は 長で決算日後６年であり

ます。このうち一部は、金利の変動リスク及び流動性リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引

を目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目

的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結計算書類作成のための基本

となる重要な事項に関する注記「４.会計処理基準に関する事項⑤重要なヘッジ会計の方法」を

ご参照ください。

(３)金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、社内管理規程に従い、営業債権について、債権管理部門において取引先の

状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況

等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、契約先は、信用度の高い国内の銀行であるため、信

用リスクはほとんどないと認識しております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社グループは、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対して、原則として先

物為替予約を利用してヘッジしております。また、当社は、借入金に係る支払金利の変動リス

クを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、市況

や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引については、デリバティブ管理規程に基づき、担当部署が決裁担当者の承

認を得て取引を行い、記帳及び契約先と残高照合等を行っております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新する

とともに、手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

(４)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、

異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

平成22年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のと

おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め

ておりません((注2）参照)。

（単位：千円)

　 連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1)現金及び預金 1,937,268 1,937,268 －

(2)受取手形及び売掛金 8,712,658 8,712,658 －

(3)投資有価証券 　 　 　

その他有価証券 682,094 682,094 －

資産計　 11,332,021 11,332,021 －

(1)支払手形及び買掛金 4,738,126 4,738,126 －

(2)短期借入金 7,846,085 7,846,085 －

(3)社債 1,133,600 1,137,339 3,739

(4)長期借入金 3,160,658 3,151,295 △9,362

負債計　 16,878,470 16,872,847 △5,623

デリバティブ取引(※) (61,557) (61,557) －

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債

務となる項目については、( )で表示しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金　

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

(3)投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。　

負　債

(1)支払手形及び買掛金、並びに(2)短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

(3)社債

  当社の発行する社債は、私募債で市場価格がないため、元利金の合計額を当該社債の残存期

間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、社債

には一年内償還予定社債を含めております。

(4)長期借入金

  変動金利は、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なってい

ないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており

ます。固定金利は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割

り引いた現在価値により算定しております。なお、長期借入金には一年内返済予定長期借入金

を含めております。

デリバティブ取引

　取引金融機関から提示された価格を時価としております。ただし、為替予約等の振当処理に

よるものはヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理しているため、その時価は当該買

掛金の時価に含め、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入

金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しており

ます。
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(注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円)

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式　 225,537

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(3)

投資有価証券｣には含めていません。

（追加情報）

　当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月

10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平

成20年３月10日）を適用しております。

（税効果会計に関する注記）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金 58,974千円
未払社会保険料 13,322
未払事業税 17,000
繰越欠損金 21,451
たな卸資産 55,561
為替予約 10,369
その他 21,323

小計 198,003
評価性引当額 △18,059
繰延税金資産（流動）計 179,944千円

繰延税金資産（固定）  
長期未払金 9,651千円
退職給付引当金 13,630
投資有価証券評価損 55,155
ゴルフ会員権等評価損 14,873
貸倒引当金繰入限度超過額 31,160
減価償却超過額 10,389
減価償却超過額（減損損失） 384,950
株式等評価差額金 11,598
繰越欠損金 166,119
固定資産除却損 21,674
社債発行費 1,849
その他 22,792

小計 743,847
評価性引当額 △685,212
繰延税金資産（固定）計 58,635千円

繰延税金負債（固定）  
固定資産圧縮積立金 △453,152千円
子会社資産評価差額 △47,758
その他 △880
繰延税金負債（固定）計 △501,791千円

繰延税金負債（固定）の純額 △443,156千円
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.6

住民税均等割 0.6

受取配当金連結消去 1.0

評価性引当額 △5.5

負ののれん償却額 △0.1

その他 1.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.4％

　

（賃貸等不動産に関する注記）

（追加情報）

　当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第

20号　平成20年11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第23号　平成20年11月28日）を適用しております。　

　なお、当連結会計年度末における賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略し

ております。

　

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 626円54銭

２．１株当たり当期純利益 68円99銭

　

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（平成22年12月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資  産   の   部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

短 期 貸 付 金

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

器 具 及 び 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

破 産 更 生 債 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金

 

13,516,407

1,022,405

28,757

6,838,454

1,727,121

238,386

945,600

2,327,452

90,215

158,712

10,306

90,279

43,234

△4,519

6,635,413

4,261,287

1,569,250

24,751

817,571

359

33,122

1,816,230

35,389

18,937

16,452

2,338,736

822,459

1,059,691

15,324

1,600

437,415

2,798

1,966

△2,518

（負  債   の   部）  

流 動 負 債 13,111,072

買 掛 金 3,947,361

短 期 借 入 金 5,450,000

一年内償還予定社債 501,600

一年内返済予定長期借入金 1,093,670

未 払 金 1,114,822

未 払 費 用 112,671

未 払 法 人 税 等 193,556

未 払 消 費 税 等 193,222

預 り 金 79,257

前 受 金 272,147

賞 与 引 当 金 124,222

そ の 他 28,540

固 定 負 債 2,410,725

社 債 632,000

長 期 借 入 金 1,414,877

長 期 為 替 予 約 36,080

預 り 保 証 金 12,303

繰 延 税 金 負 債 290,898

長 期 未 払 金 24,565

負 債 合 計 15,521,797

（純  資  産  の  部）  

株 主 資 本 4,661,806

資 本 金 529,500

資 本 剰 余 金 331,508

資 本 準 備 金 331,500

そ の 他 資 本 剰 余 金 8

利 益 剰 余 金 3,820,093

利 益 準 備 金 114,146

そ の 他 利 益 剰 余 金 3,705,946

固定資産圧縮積立金 499,601

別 途 積 立 金 1,030,000

繰 越 利 益 剰 余 金 2,176,345

自 己 株 式 △19,294

評価・換算差額等 △31,783

その他有価証券評価差額金 △16,675

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △15,107

純 資 産 合 計 4,630,023

資 産 合 計 20,151,820 負 債 及 び 純 資 産 合 計 20,151,820
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損　益　計　算　書

(平成22年１月１日から
平成22年12月31日まで)

  （単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高  85,469,972

売 上 原 価  80,770,089

売 上 総 利 益  4,699,882

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  3,679,068

営 業 利 益  1,020,814

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 47,227  

不 動 産 賃 貸 料 収 入 62,223  

そ の 他 41,499 150,950

営 業 外 費 用   

支 払 利 息  151,816  

社 債 発 行 費 2,032  

為 替 差 損 4,815 　

不 動 産 賃 貸 費 用 40,193  

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損 17,197 　

そ の 他 10,310 226,367

経 常 利 益  945,398

特 別 利 益   

投 資 有 価 証 券 売 却 益 33,246 　

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 2,043 35,289

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 却 損 1,704  

投 資 有 価 証 券 評 価 損 28,297  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,900  

厚 生 年 金 基 金 解 散 補 填 損 失 76,610 　

ゴ ル フ 会 員 権 売 却 損 6,200 114,713

税 引 前 当 期 純 利 益  865,974

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 376,571  

法 人 税 等 調 整 額 △26,517 350,053

当 期 純 利 益  515,920
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株主資本等変動計算書

(平成22年１月１日から
平成22年12月31日まで)

  （単位：千円）

 

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準 備 金

そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計固 定 資 産

圧縮積立金
別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

平成21年12月31日　残高 529,500 331,500 － 331,500 114,146 522,383 1,030,000 1,680,042 3,346,572 △18,862 4,188,709

事業年度中の変動額            

剰 余 金 の 配 当 － － － － － － － △42,399 △42,399 － △42,399

当 期 純 利 益 － － － － － － － 515,920 515,920 － 515,920

自己株式の取得 － － － － － － － － － △582 △582

自己株式の処分 － － 8 8 － － － － － 150 159

圧縮積立金取崩 － － － － － △22,781 － 22,781 － － －

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の変動額 (純額 )

－ － － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － 8 8 － △22,781 － 496,303 473,521 △432 473,097

平成22年12月31日　残高 529,500 331,500 8 331,508 114,146 499,601 1,030,000 2,176,345 3,820,093 △19,294 4,661,806

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ損益
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成21年12月31日残高 △38,343 29,610 △8,733 4,179,975

事業年度中の変動額     

剰 余 金 の 配 当 － － － △42,399

当 期 純 利 益 － － － 515,920

自己株式の取得 － － － △582

自己株式の処分 － － － 159

圧縮積立金取崩 － － － －

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の変動額 (純額 )

21,668 △44,718 △23,050 △23,050

事業年度中の変動額合計 21,668 △44,718 △23,050 450,047

平成22年12月31日　残高 △16,675 △15,107 △31,783 4,630,023
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個別注記表

１．（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法

その他有価証券  

時価のあるもの ……………… 決算日の市場価格等に基づく時価法

 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

時価のないもの ……………… 移動平均法による原価法

②　デリバティブ

時価法

③　たな卸資産

商品・原材料・製品・仕掛品 … 先入先出法による原価法

　 （貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）

貯蔵品 …………………………… 終仕入法による原価法

　 （貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産 ……………………… 定率法

 　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）については、定額法を採用して

おります。

②　無形固定資産 ……………………… 定額法

 　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における見込利用期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

３．引当金の計上基準

①　貸倒引当金 ………………………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 ………………………… 従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。
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５．ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法 ………………… 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変

動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たし

ている場合には振当処理を、金利スワップについて

特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を

採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ………………… 為替予約、金利スワップ

ヘッジ対象 ………………… 外貨建予定取引、借入金

③　ヘッジ方針 ………………………… 将来の為替変動によるリスクを回避する目的で、実

需の範囲内で対象取引のヘッジを行っております。

また、変動金利を固定金利に変換する目的で金利ス

ワップを利用し、キャッシュ・フローを固定化し金

利変動によるリスクを回避しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法 ………… ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動

の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によっ

て有効性を評価しております。ただし、特例処理に

よっている金利スワップについては、有効性の評価

を省略しております。

６．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

２．（貸借対照表に関する注記）

１．担保提供資産

担保資産の内容及びその金額  　

建物 1,015,955 千円

構築物 79　

機械及び装置 38,523　

土地 728,463　

合計 1,783,022　

上記のうち工場財団抵当設定分  　

建物 111,034 千円

構築物 79 　

機械及び装置 38,523 　

土地 10,000 　

合計 159,637 　

担保資産に対応する債務  　

一年内返済予定長期借入金 120,004 千円

長期借入金 286,353 　

合計 406,357 　

上記のうち工場財団抵当に対応する債務  　

一年内返済予定長期借入金 35,400 千円

長期借入金 69,900 　

合計 105,300 　
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２．有形固定資産の減価償却累計額 7,972,746千円

３．保証債務

　関係会社の金融機関等からの借入金に対し、債務保証を行っております。

東洋キトクフーズ㈱ 128,344 千円

木徳九州㈱ 658,239 　

備前食糧㈱ 1,526,909 　

木徳東海㈱ 140,000 　

合計 2,453,492 　

４．偶発債務

　債権流動化に伴う買戻義務

　　　(411千米ドル) 33,563 千円

５．関係会社に対する金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

短期金銭債権 336,596千円

長期金銭債権 15,000千円

６．関係会社に対する金銭債務

短期金銭債務 361,554千円

３．（損益計算書に関する注記）

１.関係会社との取引高

①　売上高 5,234,205千円

②　仕入高 3,383,213千円

③　営業取引以外の取引高 49,293千円

２.売上原価に含まれるたな卸資産評価損

期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、たな卸資産評価損が売上

原価に146,276千円含まれております。

４．（株主資本等変動計算書に関する注記）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前 事 業 年 度 末
株 式 数 (株)

当事業年度増加
株 式 数 (株)

当事業年度減少
株 式 数 (株)

当 事 業 年 度 末
株 式 数 (株)

自 己 株 式     

普 通 株 式 50,029 1,480 400 51,109

計 50,029 1,480 400 51,109

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,480株は、単元未満株式の買取りによる増加で

あります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少400株は、単元未満株式の売却による減少であり

ます。
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５．（税効果会計に関する注記）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金 50,558千円

未払社会保険料 12,332

未払事業所税 3,593

たな卸資産 55,354

為替予約 10,369

その他 26,503

繰延税金資産（流動）計 158,712千円

繰延税金資産（固定）  

長期未払金 9,651千円

投資有価証券評価損 54,772

関係会社株式評価損 204,839

ゴルフ会員権評価損 13,817

貸倒引当金繰入限度超過額 455

固定資産除却損 21,674

減価償却超過額（減損損失） 330,840

減価償却超過額（貸与資産） 13,832

社債発行費 1,849

借地権 4,235

株式等評価差額金 11,598

為替フラット予約 14,684

その他 2,871

小計 685,125

評価性引当額 △633,127

繰延税金資産（固定）計 51,997千円

繰延税金負債（固定）  

固定資産圧縮積立金 △342,896千円

繰延税金負債（固定）計 △342,896千円

繰延税金負債（固定）の純額 △290,898千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.7

評価性引当額 △1.1

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.4％
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６．（リースにより使用する固定資産に関する注記）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年12月31日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、

その内容は次のとおりであります。　

１．事業年度の末日における取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び帳簿残高相当額

 取 得 価 額 相 当 額 減価償却累計額相当額 帳 簿 残 高 相 当 額

機 械 及 び 装 置 113,038千円 81,115千円 31,922千円

車 両 運 搬 具 5,145 2,658 2,487

器 具 及 び 備 品 33,339 29,429 3,910

ソ フ ト ウ ェ ア 4,095 4,026 68

合 計 155,618 117,230 38,388

２．事業年度の末日における未経過リース料相当額

１年内 22,523千円

１年超 22,073千円

合計 44,597千円

７．（関連当事者との取引に関する注記）

　該当事項はありません。

８．（１株当たり情報に関する注記）

１.１株当たり純資産額 546円06銭

２.１株当たり当期純利益 60円84銭

９．（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成23年２月16日 

 木徳神糧株式会社  

 取締役会　御中  

 ＳＫ東京監査法人  

 

指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 江 部 安 弘 

指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 久 保 圭 寿 
 

 　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、木徳神糧株式会社の

平成22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、

すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及

び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表

明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、

試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び

に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の

表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表

明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、木徳神糧株式会社及び連結子会社か

ら成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成23年２月16日 

 木徳神糧株式会社  

 取締役会　御中  

 ＳＫ東京監査法人  

 

指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 江 部 安 弘 

指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 久 保 圭 寿 
 

 　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、木徳神糧株式

会社の平成22年１月１日から平成22年12月31日までの第63期事業年度の計算

書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその

附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属

明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め

ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び

その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査

法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ

の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

 監　査　報　告　書  

 　当監査役会は、平成22年１月１日から平成22年12月31日までの第63期事業

年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

　

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図

り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他

重要な会議に出席し、取締役及び内部監査室等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、

本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

　また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして

会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締

役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス

テム）の状況を監視及び検証いたしました。

　なお、財務報告に係る内部統制については、取締役及びＳＫ東京監査法

人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応

じて説明を求めました。　

　子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の

交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方

法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検

討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平

成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、

必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係

る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損

益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いた

しました。
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 ２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務執行につ

いても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認めら

れません。

　

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人ＳＫ東京監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

　

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人ＳＫ東京監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

 

 平成23年２月17日  

 木 徳 神 糧 株 式 会 社 　 監 査 役 会  

 

常勤監査役 髙 橋 健 治 

社外監査役 松 下 　 守 

社外監査役 杉 野 翔 子 

 

以　上
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株主総会参考書類

　

〈会社提案（第１号議案から第４号議案まで）〉　

第１号議案　剰余金処分の件　

　剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　第63期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を

勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金４円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は33,915,564円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　平成23年３月29日といたしたいと存じます。

　

第２号議案　取締役９名選任の件

　取締役全員（９名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つき

ましては取締役９名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

１
( き む ら り ょ う )

木 村 　 良
(昭和23年２月13日生)

昭和46年９月　当社入社

平成２年12月　当社常務取締役

平成４年12月　当社代表取締役社長

平成19年３月　当社取締役会長（現任）

平成19年５月　全国米穀販売事業共済協同組合
理事長（現任）

平成21年２月　東洋キトクフーズ㈱代表取締役
社長（現任）　

［重要な兼職の状況］

全国米穀販売事業共済協同組合理事長

東洋キトクフーズ㈱代表取締役社長　

342,000株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

２
( ひ ら や ま ま こ と )

平 山 　 惇
(昭和22年11月25日生)

昭和45年４月　当社入社
平成６年12月　当社取締役
平成16年３月　当社専務取締役
平成16年６月　アンジメックス・キトク合弁会

社（現アンジメックス・キトク
有限会社）取締役社長（現任）

平成18年６月　木徳九州㈱代表取締役社長
　　　　　　　（現任）　
平成19年３月　当社代表取締役社長

（現任）
平成23年２月　備前食糧㈱代表取締役社長
　　　　　　　（現任）　
［重要な兼職の状況］
木徳九州㈱代表取締役社長
キトク・アメリカ会社取締役社長
備前食糧㈱代表取締役社長
アンジメックス・キトク有限会社取締役社長　

28,000株

３
(まつやましょうきち)

松 山 正 吉
(昭和18年１月３日生)

昭和41年４月　当社入社
昭和62年12月　当社取締役
平成15年12月　当社専務取締役
平成18年２月　当社専務取締役管理部門長
平成21年３月　当社取締役副社長管理部門長
　　　　　　　（現任）　

28,000株

４
( や ま も と ゆ き お )

山 本 幸 雄
(昭和19年10月18日生)

昭和38年４月　当社入社
平成10年12月　当社取締役米穀本部長
平成16年４月　当社執行役員米穀事業担当
平成18年３月　当社取締役米穀営業部長
平成19年３月　当社常務取締役営業部門米穀事

業本部長
平成21年３月　当社専務取締役営業部門米穀事

業本部長（現任）　

18,080株

５
( み ず の ま さ お )
水 野 正 夫
(昭和24年10月28日生)

昭和58年11月　神糧物産㈱入社
平成６年５月　同社取締役
平成12年10月　当社常務取締役米穀事業本部副

本部長兼営業本部ゼネラルマネ
ジャー

平成14年10月　当社常務取締役管理本部長
平成15年２月　当社取締役管理本部長
平成18年２月　当社取締役米穀生産部長
平成19年３月　当社取締役執行役員営業部門西

日本営業統括
平成21年３月　当社常務取締役営業部門米穀事

業本部副本部長西日本営業統括
平成22年２月　当社常務取締役営業部門米穀事

業本部副本部長西日本営業統括
兼備前食糧㈱代表取締役社長

平成22年４月　当社取締役常務執行役員営業部
門米穀事業本部副本部長西日本
営業統括兼備前食糧㈱代表取締
役社長

平成23年２月　当社取締役常務執行役員営業部
門米穀事業本部副本部長西日本
営業統括（現任）　　　

220,000株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

６
( い よ だ な お き )

伊豫田　直　記
(昭和27年５月19日生)

昭和51年４月　㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦ
Ｊ銀行）入行

平成13年10月　同行札幌支店支店長

平成17年４月　当社入社執行役員業務支援部門
副部門長

平成19年３月　当社取締役執行役員管理部門副
部門長

平成21年３月　当社常務取締役管理部門副部門
長

平成22年４月　当社取締役常務執行役員管理部
門副部門長（現任）　

1,000株

７
( あ ま か わ ま こ と )

天 川 　 誠
(昭和22年８月25日生)

昭和62年６月　神糧物産㈱入社

平成12年10月　当社取締役飼料園芸事業部ゼネ
ラルマネジャー

平成16年４月　当社執行役員飼料事業部長

平成19年４月　当社上席執行役員営業部門飼料
事業部長

平成21年３月　当社取締役執行役員営業部門飼
料事業部長（現任）　

24,000株

８
( こ も り ひ ろ し )

小 森 浩 資
(昭和37年４月24日生)

平成４年11月　当社入社

平成18年４月　当社執行役員米穀営業部副部長

平成19年４月　当社上席執行役員営業部門米穀
事業本部副本部長

平成21年３月　当社取締役執行役員営業部門米
穀事業本部副本部長米穀事業統
括

平成22年４月　当社取締役執行役員営業部門企
画開発事業部長（現任）　

4,000株

９
( み さ わ ま さ ひ ろ )

三 澤 正 博
(昭和29年４月３日生)

平成13年４月　㈱ライスピア入社取締役仙台支
店長

平成19年10月　当社入社執行役員営業部門米穀
事業本部東北支店長

平成21年３月　当社取締役執行役員営業部門米
穀事業本部東北支店長

平成22年４月　当社取締役執行役員営業部門米
穀事業本部副本部長（現任）　

－

（注）各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。　
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第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役杉野翔子氏は本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査

役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

(すぎのしょうこ）

杉 野 翔 子
(昭和20年８月７日生)

昭和48年４月　弁護士登録

昭和48年４月　藤林法律事務所入所

平成15年７月　藤林法律事務所パートナー弁

護士（現任）

平成19年３月　当社監査役（現任）

1,000株

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．杉野翔子氏は、社外監査役候補者であり、当社は同氏を大阪証券取引所の定めに基づ

く独立役員として指定し、同取引所に届出ております。　

３．杉野翔子氏を社外監査役候補者とした理由は弁護士としての高度な専門知識を当社の

監査に反映していただくことを期待したためであります。

　　なお、同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはあ

りませんが、上記の理由により社外監査役として、その職務を適切に遂行していただ

けると判断しております。

４．杉野翔子氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間

は、本総会の終結の時をもって４年となります。
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第４号議案　補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名

の選任をお願いするものであります。

　なお、補欠監査役の選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取

締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

　

　また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生　年　月　日）

略 歴
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する当社
の 株 式 数

( た か い し ょ う ご ）
高 井 章 吾
(昭和13年4月17日生)

昭和43年４月　弁護士登録

昭和43年４月　藤林法律事務所入所

昭和44年４月　藤林法律事務所パートナー弁護士

（現任）

－

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．高井章吾氏は、補欠の社外監査役候補者であり、大阪証券取引所が指定を義務付ける

独立役員の要件を満たしております。

３．高井章吾氏を社外監査役の補欠候補者とした理由は弁護士としての高度な専門知識を

当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。

　　なお、同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはあ

りませんが、上記の理由により社外監査役として、その職務を適切に遂行していただ

けると判断しております。
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〈株主提案（第５号議案）〉　

　第５号議案は、株主からのご提案によるものであります。

　なお、提案株主（１名）の議決権数は、256個であります。　

第５号議案　剰余金の配当に関する件　

①提案の内容

　第63期の期末配当金は、１株あたり15円とする。　

②提案の理由　

増配できる充分な利益がある。

　本議案は第１号議案の会社提案に対する修正提案ですので、双方に賛成　　

　されることのないようにご留意ください。共に賛成された場合には、第

　１号議案と第５号議案双方につき無効として取扱います。

　　※提案理由については、原文のまま記載いたしております。

　

（株主提案に対する当社取締役会意見）

　取締役会といたしましては、本議案に反対いたします。

　当社は株主の皆様に対する利益還元を重視する一方、安定的な経営基盤の確保

のため、内部留保のより一層の充実を目指し、安定的な配当の継続を業績に応じ

て維持することを基本方針としております。

　当社の主力事業である米穀事業を取り巻く環境は、国内においては、人口の減

少や少子高齢化の進行が継続するなか、主食としてのコメの消費回復を見込めな

いこと、加えて食品の安全安心に対するニーズが強まっていること、消費者の節

約志向が強まっていること等により、厳しさが一段と増すものと思われます。ま

た、「農業者個別補償制度」の本格実施予定、環太平洋戦略的経済連携協定（Ｔ

ＰＰ）の参加に係る議論等、農業や流通政策に係る課題が多く存在しております。

　このような状況のなかで、今後の事業展開として①製販両面におけるコストダ

ウンの徹底②新規開拓の強化と営業エリアの拡大③付加価値商品開発の促進④海

外事業の拡大等への取組により、卸会社としての存在意義を示すことが、当社に

とって極めて重要な課題と考えております。これらの重要な課題を遂行していく

ためには、上場他社と比べてもまだ低い水準にある内部留保の充実を図ることに

より財務体質を強化していくことが必要不可欠であり、それが中長期的に当社の

企業価値を向上させ、その結果株主の皆様の利益に資するものと考えております。

　したがって、当社といたしましては、当期の剰余金処分について配当を大幅に

増加するのではなく、従来からの方針に基づき判断し、業績、経営環境等を勘案

したうえで１株につき４円の期末配当とし、今後の積極的な事業展開に備えて内

部留保の充実を図ることにより、株主の皆様のご負託にお応えしていきたいと考

えております。　　

以上　



2011/02/28 11:59:06 ／ 10711126_木徳神糧株式会社_招集通知

メモ

メ　　モ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　



2011/02/28 11:59:06 ／ 10711126_木徳神糧株式会社_招集通知

地図

株主総会会場ご案内図
　

東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号

東京証券会館 ９階 会議室
　

●

●

銀座線 都営浅草線 日比谷線

永代通り
日本橋駅 茅場町駅 東西線

八重洲通り

●髙島屋

至
上
野

日
本
橋
駅

日
本
橋
駅

茅
場
町
駅

外
堀
通
り

中
央
通
り

昭
和
通
り

新
大
橋
通
り

東
　
京
　
駅

交通のご案内

地下鉄　日比谷線　　茅場町駅前　８番出口

　　　　東西線　　　茅場町駅前　より直結

　　　　銀座線　　　日本橋駅徒歩５分

　　　　都営浅草線　日本橋駅徒歩３分

東京証券取引所

第二証券会館

東京証券会館




